
平
成
二
十
二
年
十
月
二
十
九
日
提
出

質

問

第

一

〇

八

号

尖
閣
諸
島
周
辺
領
海
内
に
お
け
る
中
国
等
外
国
漁
船
に
よ
る
違
法
操
業
に
つ
い
て
の
政
府
の
対
応
に
関
す
る
再

質
問
主
意
書

提

出

者

秋

葉

賢

也
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尖
閣
諸
島
周
辺
領
海
内
に
お
け
る
中
国
等
外
国
漁
船
に
よ
る
違
法
操
業
に
つ
い
て
の
政
府
の
対
応
に
関
す
る
再

質
問
主
意
書

「
前
回
答
弁
書
」
（
内
閣
衆
質
一
七
六
第
五
〇
号
）
を
踏
ま
え
、
以
下
質
問
す
る
。

一

前
回
質
問
主
意
書
の
「
一
」
で
、
尖
閣
諸
島
周
辺
領
海
内
に
お
け
る
海
上
自
衛
隊
の
具
体
的
な
警
戒
監
視
に
関
す
る
取
組

を
問
う
た
と
こ
ろ
、
前
回
答
弁
書
で
は
、
「
Ｐ－

�
Ｃ
哨
戒
機
に
よ
る
平
素
か
ら
の
警
戒
監
視
活
動
等
に
よ
り
、
様
々
な
情

報
を
収
集
し
、
関
係
省
庁
と
情
報
の
共
有
を
図
っ
て
い
る
」
と
の
答
弁
が
な
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
Ｐ－

�
Ｃ
に

よ
る
警
戒
監
視
は
、
か
な
り
広
い
領
海
内
を
一
機
で
行
っ
て
い
る
と
承
知
し
て
お
り
、
ま
た
、
同
機
に
よ
り
視
察
を
行
っ
た

経
験
上
、
低
空
飛
行
し
な
け
れ
ば
小
型
漁
船
等
を
発
見
す
る
の
は
容
易
で
は
な
い
と
思
料
す
る
。
前
回
答
弁
書
で
示
さ
れ
た

よ
う
に
、
近
年
、
尖
閣
諸
島
周
辺
領
海
内
に
侵
入
し
た
外
国
漁
船
等
へ
の
退
去
警
告
件
数
が
急
増
し
て
い
る
状
況
に
か
ん
が

み
る
と
、
こ
れ
ま
で
も
適
宜
護
衛
艦
が
派
遣
さ
れ
た
こ
と
が
あ
る
と
承
知
し
て
い
る
。
同
諸
島
付
近
海
域
へ
の
外
国
漁
船
等

の
侵
入
に
対
す
る
抑
止
効
果
を
高
め
る
た
め
、
護
衛
艦
に
よ
る
常
時
警
戒
監
視
を
行
う
べ
き
と
考
え
る
が
、
政
府
の
認
識
如

何
。

二

前
回
質
問
主
意
書
「
二
」
の
作
成
に
当
た
っ
て
は
、
海
上
保
安
庁
の
担
当
課
か
ら
、
平
成
十
九
年
以
前
の
立
入
検
査
件
数

一



は
記
録
し
て
い
な
い
と
の
確
認
を
得
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
れ
と
異
な
る
答
弁
書
が
提
出
さ
れ
た
。
こ
の
よ
う
な
事

態
が
起
き
た
理
由
を
説
明
さ
れ
る
と
と
も
に
、
平
成
十
九
年
以
前
の
立
入
検
査
件
数
に
つ
き
、
記
録
し
て
い
る
限
り
で
す
べ

て
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

右
質
問
す
る
。

二


